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令和4年7月2 0日開催の進行協議における今後の進行に関する抗告人らの意

兄を踏まえ,以下のとおり相手方の意見を述べる。

1 抗告人らが主張疎明のために更なる時間を必要とする理由はないこと

既に本件の本案訴訟において,抗告人らを含む原告ら(抗告人ら代理人も本案

訴訟の原告ら代理人を務めている。 )は,一通りの主張を終えるとともに,本年

6月8日の第2 8回口頭弁論期日までに主張を要約する全ての書面を陳述して

おり,本年1 2月7日までに人証予定者の意見書・陳述書の提出及び人証申請を

する予定となっている(別添「進行協議期日調書」 ) 。このように,保全手続で

ある本件よりも充実した主張立証活動が行われている本案訴訟においてさえ,

抗告人らを含む原告らは,主張を終え,人証調べを行おうとする段階となってい

るのであるから,仮処分事件である本件において,抗告人らが主張疎明のために

更なる時間を必要とする理由はない。

2・争点の噛み合わせのために抗告人らが主張した全ての事項について詳細な検

討を行う必要がないこと

相手方は,原審においても争点を的確に捉えられていたと認識しており(令和

4年4月28目付け意見書(4頁) ) ,当審において争点の噛み合わせをする必

要はないと考える。そもそも,決定書に決定の理由として記載しなければならな

いのは, 「主要な争点及びこれに対する判断」 (民事保全規則9条3項)であっ

て,結論に影響しない付随的な争点や形式的な争点まで記載する必要はないの

であるし,適正な裁判のためには決定の結論に影響を及ぼす重要な論点に検討

を絞るのは当然である。総花的に詳細な検討を行うことは,本件の論点を曖昧に

するだけでなく,徒に時間を浪費するこ、とにはかならない。

3 本件は,審理を終結して決定を行うための機は熟していること



令和4年7月1 4目付け上申書でも述べたとお.り,本件は,原審及び当賽を通

じて,審理を尽くすために必要な期間は既に経過しているし,保全命令の発出の

要否を審理するのに必要な主張疎明は既に行われていることから,審理を終結

して決定を行うための機は熟している。

したがって,審理を尽くすことを名目とする抗告人らの主張疎明のために更

なる検討期間を設ける必要はなぐ審理を速やかに終結すべきである。仮に,抗

告人らが本件の審理が十分尽くされなかったとして再度仮処分申立てを行った

場合,本件でも相手方が繰り返し指摘したとおり(原審債務者答弁書「債務者の

主張」第1章(2へ21頁),令和4年4月2・8目付け意見書(1へ3頁)),

そのような仮処分申立ては訴権の濫用に当たると考える。

4 口頭説明,質疑等を行うために審尋を設ける必要はないこと

相手方は,当審では,書面による主張疎明で十分であり,口頭説明,質疑等を

行うために審尋を設ける必要はないと考える。仮に,御庁において,審尋を設け

る必要があると判断されるのであれば,直近日時で設けられることには異論を

唱えるものではないが,審尋で審理すべき内容は,当審で新、たに追加された主張

に限定し,かつ,審尋は短時間で終了すべきである。

以 上、
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手 続 の 要 領 等

(今後の主張予定について)

被告

地震に関する主張を補充した書面(震源を特定せず策定する基準地震動について

ゐ規制が改定されたことに伴う、主張の補充)及び地震に関する要約書面を令和4年

9音月7日までに提出する。 ・

今回提出された原告準備書面5 1、 5 2に対する反論の要否を検討し、`反論する

場合には次回期日までに書面を提出する。

.現時点●ではこれら以外に主張を追加する予定はない。

原告ら

被告から提出される予定の地震に関する主張の補充に対する反論の要否は検討す

るが、現時点でそれ以外に主張を追加する予定はない。

. (立証計画について)

.原告らi

専門家証人及び原告本人による立証を予定している。令和4年1 2月7日までに

人証予定者の意見書:陳述書の提出及び人証申請をする予定であ-る。



るか否かを検討する。

(現地における進行協議期日について)

原告ら

’現地における進行協議を希望する。特にシビアアクシデント対策が機能するか否

′かにっいては、裁判所が現地で実際に確認する・ことにより理解が深まる・ど考えてい
ノ●

る。

被告

裁判所が現地を確認しても正確な認識を得やことができるとは考え難いため、現

地における進行協議は必要がないとの意見である。

裁判長.

双方の意見を踏まえて、’次回期日において現地における進行協議を行うか否かを

判断する。

二(次々回期日の予定)

裁判長
一・

令和4年1 2月1・4・日午後2時に次々回の進行協議期日、同日午後2時3 0分に

次々回の口頭弁論期日を行う予定である。

裁判所書記官 栗 田、翔
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